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住民の支払い意志額は低い」、「低所得層の支払い能力の問題」、「支払い意志額を高めるには

提供されるサービスの向上が必須」、「支払可能額まで料金水準を上げれば、施設建設の投資

額を含めて廃棄物処理事業の独立採算経営は可能か」等、多くの課題が残る。 

民営化政策の中で廃棄物管理事業も独立採算を目指して改革が進行中である。経営の移行

期であることも考慮して、市の廃棄物管理事業の経営状況の明確化、整備公社から移行した新

会社の主体性をもった経営と独立採算の可能性ならびにその前提等、本格調査での言及が望

まれる。 

 

３－３ 他ドナーの活動及び動向 

他のドナーが近年実施した、または実施中のプロジェクトのうち、本プロジェクトに関連すると考

えられる都市開発ならびに廃棄物処理に関連する活動は以下のとおりである。 

 

３－３－１ 世界銀行 

現在、世界銀行は 2004～2007 年の CAS（Country Assistance Strategy）を作成中である。新

CASは、2003年10月に発表されたにはミレニアム開発目標を達成する中期開発戦略として発表さ

れたモンゴル国の「経済成長と貧困削減戦略（EGSPRS）」に基づくものである。 

世界銀行が近年実施した、または実施中のプロジェクトのうち本プロジェクトに関連する活動は、以

下のとおりである。 

（１） Ulaanbaatar City Development Strategy 

ウランバートル市への人口流入の増大と都市問題の深刻化に対応するべく、世界銀行とウラン

バートル市は 2000 年 3 月から約 1 年間をかけて「City Development Strategy」を作成した。これは

参加型手法によって作成されたもので、5 つの分野、すなわち、都市の経済発展、都市の開発とそ

のマネージメント、住環境と社会生活、都市のガバナンス、観光開発についての 2020 年における

ウランバートル市の開発ビジョンが提示された。また、開発のための 20 の 優先プロジェクト・プロ

グラムが選定され、その中には廃棄物関連で以下が含まれている。 

• Solid Waste Management Upgrading Project in Ulaanbaatar 

（２） ウランバートル市都市開発ドナー会議（Donors’ Thematic Group Meeting on Ulaanbaatar 

Development） 

2003 年 6 月、ウランバートル市と世界銀行の共同開催で、34 機関、20 カ国の代表が参加する国

際会議「ウランバートル市開発会議」が開催された。ここでは、インフラ整備、社会開発、財政、ガバ

ナンス、都市開発の 5 つがテーマとして取り上げられた。ウランバートル市側からは、優先プロジェ

クト・プログラムとして、経済（11 件）、都市開発・インフラ整備・環境（38 件）、社会開発（8 件）の計

57 件、総額約 5,220 億 Tg(US$4 億 6,200 万)が提示された。これには以下の 2 件の廃棄物管理関

係のプロジェクトが含まれている。 

• Establishment of Solid Waste Treatment Plant (1,000 億 Tg) 

• Renovation of Fleet of Trucks for Solid Waste (15 億 Tg) 



- 46 - 

（３） Ulaanbaatar Services Improvement Project (USIP) 

USIP はゲル地区における公共サービスレベルの向上によって、貧困世帯の住環境の改善を図

ることを目的とするものである。特に水供給サービスの向上と水供給公社の改善に焦点を置いたも

ので、以下の 2 フェーズからなる。2004 年 4 月に 2nd USIP が開始された。 

 １） 1st USIP 

貯水池、送水管、キオスク、メーター等の水供給施設の建設が実施された。水供給関連以外

では、地域の道路、公共浴場、灌漑施設、廃棄物関係の施設の建設ならびに機材の供与が行

われている。廃棄物処理関連では機材供与（収集車 6 台、ゴミ箱）が実施された。プロジェクトの

スコープには、施設ならびに機材導入後の維持管理までは含まれていない。世銀とオーストラリ

アの協調融資で、世銀の融資 1,230 万 SDR、オーストラリアのグラント 612 万 5,000AU$で実施期

間 1998～2003 年。 

 ２） 2nd USIP 

ウランバートル市水道公社（USAG）ならびにウランバートル市の財務能力改善を目的とするも

ので、プロジェクトの総額 2,298 万 US$、実施期間 2004 年 4 月～２009 年 12 月。 

• USAG の財務能力向上プロジェクト 

• ウランバートル市の財務・組織改善：公共サービス部門の財務改善 

（４） Improved Household Stoves Project 

世銀では、ウランバートル市の大気汚染の改善を目的としたプロジェクトの 1 つとして、ストー

ブ器具改良プロジェクトを実施した。ゲル地区のストーブの改良によって、石炭の燃焼効率を上

げることで室内外の大気の汚染を減少させ、さらには市全体での大気汚染の削減を図るもので

ある。プロジェクトでは、石炭使用量の大幅減量が期待できる（調査は自然環境省担当と NGO

が実施）改良ストーブ（Gotov Dorj2000 個）を生産し、NGO と協力して啓蒙キャンペーンおよび

販売マーケットの開発を行い、ゲル地区の家庭への販売と導入を図った。また、同時に効率的

なストーブの使用方法の普及も行った（融資額 75 万 US$、期間 2001～2004 年）。 

本プロジェクトとの関連では、冬季のゲル地区のごみは大量の石炭の燃えカスを含むもので、

石炭使用量の減量は大気汚染削減対策のみでなく、ごみ排出量減量の視点からも重要である。

ウランバートル市が 2002 年に策定した「ウランバートル市における大気汚染、水質汚染、土壌汚

染削減プログラム」においても、ゲル地区における改良ストーブを供給計画は、大気汚染削減プ

ログラムに含まれている。 

 

３－３－２ アジア開発銀行 

アジア開発銀行は 2003 年 8 月に 2004～2006 年の CSP（Country Strategy and Program）Update

を発表している。ミレニアム開発目標の達成を支援することを確認するものである。 

アジア開発銀行は、地方都市で廃棄物セクターを含む以下のプロジェクトを実施中である。 

（１） Integrated Development of Basic Urban Services in Provincial Towns 

地方都市の生活環境の向上を目的とするプロジェクトであり、8 つの地方都市（Baruun-urt、
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Bulgan、Choibalsan、Dalandzagad、Mandalgobi、Onderhaan、Sainshand、Tsetserleg）において都市

インフラの整備を実施中である。プロジェクトは、上水、下水、廃棄物管理、公衆浴場、暖房、温水

供給を含むものである。また、地方政府の能力向上プログラムも支援する。フェーズ１の 5 都市のプ

ロジェクトを完了し、現在はフェーズ 2 を実施中である（融資総額 2,010 万 US$/ローカル分 640 万

US$、実施期間 2002～2007 年）。 

総整備コストに占める廃棄物分野の割合は約 8％、具体的なコンポーネントは、不法投棄をなく

すための 終処分場の整備、収集車、ゴミ箱の購入、効率的な収集ルートの選定を含むマネージ

メントの改良である。 

 

３－３－３ UNDP 

（１） Promotion of the Mongolian Action Program for the 21st Century 

環境と調和した国家開発戦略「MAPS 21」について、国家レベルならびにローカルレベルでの計

画の策定と実施プログラム作成の支援を行った（47 万 7,000US$、実施期間 1999～2003 年）。 

（２） Environmental Education Through Media Project 

UNDP（10 万 US$）、オランダ政府（12 万 5,000US$）、ノルウェー政府（3 万 US$）、その他援助を

受けて実施した総額 49 万 1,744US$、実施期間 2003 年 5 月～2004 年 5 月のプロジェクト。プロジ

ェクトの目的は、テレビでの啓蒙を通して、人々の意識と行動様式を自然環境のマネージメントと保

全により適合するものへと移行することに寄与しようとするものである。 

プロジェクトでは、国営テレビで環境保全の啓蒙番組「Television Trust for Environment LIFE 

and EARTH REPORT」を放映した。これは 1 編 30 分の「Life Film」54 編と「Earth Report Film」102

編、合計 156 編からなる番組（BBC の番組にモンゴル語のナレーションをつけたもの）である。

「Earth Report 25：Waste Watcher」というごみのリサイクルの番組も含まれる。2003 年 7 月から放映

を始めて 2003 年内には 50 編が放映された。また、教育用としてコピーを配布している。 

（３） Recovery and Recycling of Ozone-Depleting Substances 

オゾン層を破壊する物質の回収とリサイクルプロジェクト。特に冷蔵庫からのフロンガスの回収を

推進する（10 万 US$、実施期間 2002～2004 年）。 

 

３－３－４ ドイツ援助庁（GTZ） 

GTZ は、1994 年から自然保護及び自然資源利用プロジェクトの技術援助を主として実施いる。

廃棄物関連では、TUV 県で車の使用済みエンジンオイルを利用して医療廃棄物を償却するプロ

ジェクトを実施中であるが、援助額は 3 万 7,000 ユーロと少額であり、今後増額の予定もない。 

 

３－３－５ フランス援助庁 

事前調査開始当初、フランス援助庁が医療系廃棄物に係るプロジェクトを実施予定とい

う情報があったが、現地での保健省にて確認の結果、まだ実施計画も作成されておらず、

フランス援助庁もコミットメントを正式に表明していない。 
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３－４ 環境予備調査結果 

３－４－１ 環境影響評価（ＥＩＡ）制度 

モンゴル国における環境影響評価は、環境保護法（Law on Environmental Protection）（1995

年）に規定されている。本法に基づき、1998 年に環境影響評価法( Law on Environmental Impact 

Assessment) が制定された。この法は、プロジェクトの実施による環境への負の影響を低減させ、ま

た生態系の保護と自然資源の適正な利用のために、環境影響評価の実施を求めている。環境影

響評価実施のプロジェクトは事業種別に７種類に分類されているが、廃棄物に関しては、７番目の

「他のプロジェクト」のうちの「都市開発」に含まれる。 

環境影響評価の実施は次の２段階により構成されている。 

    1） スクリーニングアセスメント（Screening Assessment） 

    ２） 詳細環境アセスメント（Detailed Environmental Impact Assessment：DEIA） 

上記の「1） スクリーニングアセスメント」は日本等で実施されている IEE に相当するものであり、

実施予定のプロジェクトが環境にいかなる影響を与えるかを、事前に一般評価することにある。また、

この評価により、一般的な EIA に相当する上記「２） 詳細環境アセスメント」の実施の必要性を判断

する。スクリーニングアセスメントの実施は、それが求められる各事業の規模に応じて、国（自然環

境省）が実施するか、地方（県と首都：ウランバートル市）が実施するかの 2 つのレベルに分けられ

ている。廃棄物では、「人口 1 万以上の居住地に対する埋立てプロジェクト」は国が、「人口 1 万未

満」に対しては地方がスクリーニングを実施する。 

自然環境省が実施の場合のスクリーニングアセスメント及び詳細環境アセスメント（DEIA）の手順

は以下のとおりである。 

１） プロジェクト概要書、プロジェクト許可書とともに、スクリーニングアセスメント申請書（Format

はなし）を自然環境省へ提出 

２） １8 日以内に自然環境省にて審査。審査結果は次の 3 種類に分類される。 

ａ） DEIA の実施不要→プロジェクトの実施 

ｂ） DEIA の実施は不要であるが、プロジェクトの環境への影響を明確にし、かつ悪影響が予

想される場合には、それらの低減対策をとる条件付きでプロジェクトを実施 

ｃ） DEIA（詳細評価）の実施が必要→自然環境省認定のモンゴル国内の業者がDEIAを実施。

事業者が実施→報告書を自然環境省へ提出→自然環境省内の委員会で報告書審査→

プロジェクトの認可 

スクリーニングの実施はすべてのプロジェクトに求められており、F／S 終了時、事業実施直前の

段階で行われる。したがって M／P 段階ではスクリーニングは不要である。DEIA の実施機関（規

模）は決まっておらず、プロジェクトの内容による。環境省では、2003 年に 1,000 件程度のスクリー

ニングを実施しており、このうち 95％程度が DEIA の実施が必要と評価されている。したがって残り

の 5％が DEIA 不要あるいは条件付きとなっている。また、DEIA 実施のプロジェクトのうち、約 90％

が事業実施の許可を得ている。 

なお、スクリーニングアセスメント及び DEIA は、自然環境省の許認可事業であり、モンゴル側に
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て実施される。したがって、調査団が開発調査の中で行える作業はスクリーニング及び DEIA のた

めの資料作り及びそれを通じたモンゴル側への支援であり、スクリーニング、DEIA そのものではな

いことに注意が必要である。 

 

３－４－２ スクリーニング結果 

JICA 開発調査環境配慮ガイドライン（廃棄物処理）のフォーマットを用いて、スクリーニングとスコ

ーピングを行った。以下にその結果を記す。 

（１） プロジェクト概要及びプロジェクト立地環境 

下表にプロジェクト概要及びプロジェクトの立地環境を示す。 

 

表 3－27 プロジェクト概要 

項    目 内      容 

プロジェクト名 モンゴル国ウランバートル市廃棄物管理計画 

背  景 人口の急増、市場経済化による消費生活の進展に伴い、廃棄物管理の問題が

顕在化し、深刻化しつつある 

目  的 策定された廃棄物管理計画の実施によるＵＢ市の衛生環境の改善 

位  置 ウランバートル市、面積約4700km2 

実施機関 ウランバートル市 

稗益人口 約84万人 

計画諸元 

 計画の種類 ○新設／○改良  Ｍ／Ｐ＋Ｆ／Ｓ 

 計画区域内現人口 2004 年 約84万人 

 現在のごみ排出量 2004 年 97,500 ｔ／年（平均約1,500m3／日） 

 ごみの種類 ○家庭／○商業／○業務／○道路／河川／観光地 

 計画年次／処理量 2020年    ｔ／日 

 ごみの処理方法 ○衛生埋立／焼却／コンポスト  

  その他特記すべき事項  

 注） 記述は既存資料によりわかる範囲内とする。 
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表 3－28 プロジェクトの立地環境 

        項    目     内     容 

         プロジェクト名 モンゴル国ウランバートル市廃棄物管理計画 

 

社 

 地域住民 

（居住者／先住民／計画に対する意識等） 

新規埋立予定地、既存処分場とも居住者なし。既存

処分場にはスカベンジャーがいる 

会

環 

 土地利用 

（○都市／○農村／史跡／景勝地／病院等） 

市領有の土地の90％は、農牧地と森林地帯。人口の

半分が居住するゲル地区がある 

境  経済／交通                     

（○商業／農漁業・○工業団地／ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ等） 

GRPは、工業が第1位。運輸通信部門の発展が著し

い 

自

然 

 地形・地質                      

（急傾斜地・軟弱地盤・湿地／断層等） 

市は、比高差およそ500mから700mの山や丘陵に囲

まれた盆地に位置する 

環

境 

 貴重な動植物・生息域               

（自然公園・指定種の生息域等） 

市中心部の南側にBogdkhan特別保護地区がある 

公  苦情の発生状況                  

（関心の高い公害等） 

最終処分場における冬季及び春先の暖房用石炭灰

の市街地への飛散、及び夏季の臭気及び蝿の飛来

害  対応の状況                     

（制度的な対策／補償等） 

一般廃棄物処理行政のような包括的な法律や行政

体系が未整備 

  その他特記すべき事項  

 注）記述は既存資料によりわかる範囲内とする。 

 

（２） スクリーニング結果 

JICA 開発調査環境配慮ガイドライン（廃棄物処理）のフォーマットでのスクリーニング結果を示

す。 

 

表 3－29 スクリーニングの結果 

  環 境 項 目 内      容 評  定 備  考 （根拠） 

1 住民移転 用地占有に伴う移転（居住権、土地所有

権の転換） 

 ○ 有・無・不明 新規埋立予定地、既存処分場ともに、居住者

はいない。ただし、既存処分場には、スカベン

ジャーがいる 

2 経済活動 土地等の生産機会の喪失、経済構造の

変化 

 有・○無・不明 予定している土地は草原で、生産されているも

のはない 

3 情報公開と現地

ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ 

情報公開、現地ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰとの協議の

際に求められる特別な配慮 

 有・○無・不明 情報公開と現地ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰとの協議開催につ

いて、特にこれを妨げる要因はない 

4 人権への配慮 女性、先住民族、障害者、ﾏｲﾉﾘﾃｨなど

社会的弱者の人権への配慮 

 有・○無・不明 廃棄物処理の仕事に従事する特別の階級は

存在しない 

5 交通・生活施設 渋滞・事故等の増加や学校・病院等への

影響 

 有・○無・不明 中心地ではないので大きな影響はない。ただ

し、国際空港のそばのため観光振興の視点か

らの多少の配慮が必要 

6 地域分断 交通の阻害による地域社会の分断  有・○無・不明 存在しない 

社 

  

会 

 

環 

 

境 

7 遺跡・文化財 寺院仏閣・埋蔵文化財等の損失や価値

の減少 

 有・○無・不明 存在しない 
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  環 境 項 目 内      容 評  定 備  考 （根拠） 

8 水利権・入会権 漁業権、水利権、山林入会権等の阻害  有・○無・不明 処分場の周辺には農地や水源は現在見当たら

ない 

9 保健衛生 ゴミや衛生害虫の発生等衛生環境の悪

化 

 ○有・無・不明 既存処分場にスカベンジャーが存在し、感染

性の病気への感染の可能性がある 

10 廃棄物 建設廃材・残土、焼却灰等の発生  有・○無・不明 多量に発生しない 

11 災害（リスク） 地盤崩壊・落盤、事故等の危険性の増

大 

 有・○無・不明 大規模造成はない 

12 地形・地質 掘削・盛土等による価値のある地形・地

質の改変 

 有・○無・不明 大規模造成はない 

13 土壌侵食 土地造成・森林伐採後の雨水による表

土流出 

 有・○無・不明 大規模造成はない 

14 地下水 浸出汚水による汚染  ○有・無・不明 浸出水あり、量的には少量 

15 湖沼・河川流況 埋立てや排水の流入による流量、河床

の変化 

 有・○無・不明 大規模造成はない 

16 海岸・海域 埋立てによる海岸地形や海岸侵食や海

岸植生の変化 

 有・○無・不明 海岸、海域はない 

17 動植物 生息条件の変化による繁殖阻害、種の

絶滅 

 ○有・無・不明 大規模な動植物相の変化はない。害虫等の発

生が予想される 

18 気象 大規模造成や建築物による気温、風況

等の変化 

 有・○無・不明 大規模な構築物はない 

自 

 

然 

 

環 

 

境 

19 景観 造成による地形変化、構造物による調和

の阻害 

 ○有・無・不明 ゴミの山ができる 

 20 大気汚染 車両や工場からの排出ガス、有害ガスに

よる汚染 

 ○有・無・不明 収集車両が増える。石炭灰の飛散 

公 21 水質汚濁 土砂や工場排水等の河川・地下水への

流入による汚染 

 ○有・無・不明 浸出汚水あり 

 22 土壌汚染 焼却灰・不燃ゴミ等の流出・拡散等による

汚染 

 ○有・無・不明 石炭焼却灰の飛散あり。焼却灰の流出につい

ては不明 

 23 騒音・振動 収集車両・処理場等による騒音・振動の

発生 

 ○有・無・不明 収集車や工事機器あり 

害 24 地盤沈下 地盤変状や地下水位低下に伴う地表面

の沈下 

 有・○無・不明 地下水の大規模な揚水はしない 

 25 悪臭 焼却場からの排出ガス・ゴミからの悪臭

の発生 

 ○有・無・不明 ゴミから発生する 

   総合評価 ： ＩＥＥあるいはＥＩＡの実施が

必要となる開発プロジェクトか 

 ○要・不要 影響の考えられる項目が多くある 

 



- 52 - 

３－４－３ スコーピング結果 

上記のスクリーニング結果に基づきスコーピングを行った。結果を以下に示す。 

重大なインパクトが見込まれる項目（A）はなく、多少のインパクトが見込まれるもの（B）として「住

民移転」、「保健衛生」等の８項目、不明（C）の項目が２項目、及びほとんどインパクトは考えられな

いもの（D）が 15 項目という結果となった。 

 

表 3－30 スコーピングの結果 

環 境 項 目 評定 根拠 

 1 住民移転 B 埋立予定地には居住者なし 

新規埋立地あるいは中継所建設の場合には用地確保の必要あり 

2 経済活動 D リサイクルは少ない 

3 情報公開と現地

ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ 

D 情報公開と現地ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰとの協議開催について、特にこれを妨げる要因はない 

4 人権への配慮 D 廃棄物処理の仕事に従事する特別の階級は存在しない 

5 交通・生活施設 D 埋立予定地が市の中心地ではないため、公共施設への影響はない 

6 地域分断 D 埋立予定地が市の中心地ではないため、分断するような施設はない 

7 遺跡・文化財 D 埋立予定地に埋蔵文化財は存在しない 

8 水利権・入会権 D 予定地周辺には、山林や川はない 

9 保健衛生 B 既存処分場にスカベンジャーが存在する 

10 廃棄物 D 処分場建設に伴う廃棄物は、多量に出ることはない 

社 

 

会 

 

環 

 

境 

11 災害（リスク） D 大規模造成はない 

自 12 地形・地質 D 大規模造成はない 

 13 土壌侵食 D 大規模造成はない 

然 14 地下水 B 浸出汚水浸透の可能性がある 

 15 湖沼・河川流況 D 大規模造成はない 

環 16 海岸・海域 D 海岸、海域はない 

 17 動植物 B カラスやネズミ害虫等の発生があり得る 

境 18 気象 D 大規模な構築物はない 

 19 景観 B 周辺からの施設とゴミの視認 

 20 大気汚染 B 石炭灰の飛散、自然発火による煙と収集車両からの排ガスの発生 

公 21 水質汚濁 C 一般的に浸出水の地下水への影響が考えられるが、モンゴル国においては気候

条件が特殊であるため、確認が必要 

 22 土壌汚染 C 浸出水及び石炭灰による影響の確認必要、またその他汚染物質の有無の確認必

要 

害 23 騒音・振動 B 収集車や工事機器の稼動の影響 

 24 地盤沈下 D 地下水の大規模な揚水はしない 

 25 悪臭 B ゴミからの悪臭の発生がある 

（注１）評定の区分。 
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    Ａ：重大なインパクトが見込まれる 

    Ｂ：多少のインパクトが見込まれる 

    Ｃ：不明（検討をする必要はあり、調査が進むにつれて明らかになる場合も十分に考慮に入れておくものとする）

    Ｄ：ほとんどインパクトは考えられないため、ＩＥＥあるいはＥＩＡの対象としない 

（注２）評定にあたっては、該当する項目別解説書を参照し、判断の参考とすること。 

 

上表スコーピング結果の A、B 及び C に関して、環境調査の方針（案）を下表にまとめた。 

 

表 3－31 スコーピング結果に基づく環境調査の方針（案） 

環 境 項 目 評定 環境調査の方針 備  考 

１ 住民移転 B 候補地の住居及び既存施設の状況

調査 

先住者が存在の場合、住居者との対

話及び情報公開等により良好な意思

疎通を図る必要あり 

公有地あるいは住居者がいない土地

を優先すべき 

土地利用に関する詳細な調査が必要

９ 保健衛生 B 地域の保健衛生状況調査、衛生教育

計画 

住民（既存処分場のスカベンジャー含

む）の意識調査 

１４ 地下水 B 地下水の状況、地形・地質、気象条

件、周辺及び下流の利水状況、土地

利用調査 

資料調査、聞き取り及び地形地質調査

１７ 動植物 B 動植物相調査、動植物生態調査、土

地利用調査 

貴重動植物の調査、地域住民の利用

状況 

１９ 景観 B 観光名所調査、土地利用調査 視認状況調査 

２０ 大気汚染 B 大気汚染に対する住民の意識調査 苦情等の資料調査による 

２１ 水質汚濁 C 水利用調査。モニタリング井戸におけ

る水質調査 

住民へのアンケート及び水質分析 

２２ 土壌汚染 C 
現況調査、廃棄物種類調査、土地利

用調査 
利水状況 

２３ 騒音・振動 B 公共施設、住居分布 資料調査、住民意識調査による 

２５ 悪臭 B 過去の悪臭苦情件数、気象条件（風

向き他）、地形、地質 

資料調査、住民意識調査による 

(注１)評定の区分。 

   Ａ: 重大なインパクトが見込まれる 

   Ｂ: 多少のインパクトが見込まれる。 

   C: 不明（検討をする必要はあり、調査が進むにつれて明らかになる場合も十分に考慮に入れておくものとする） 

   D: ほとんどインパクトは考えられないため、IEE あるいは EIA の対象としない 

 

 

 



- 54 - 

第４章 本格調査実施方針 

 

４－１ 本格調査の目的及び基本方針 

４－１－１ 本格調査の目的 

（１） 2020 年を目標としたウランバートル市廃棄物管理計画に係るマスタープランが作成される 

（２） マスタープランの中で取りまとめられた優先プロジェクトにかかるフィージビリティ調査が実施

される 

（３） ウランバートル市廃棄物関連部局（都市整備局)のキャパシティディベロップメント支援 

先方実施機関の廃棄物担当者に対し、現状把握調査、マスタープランの策定、及びパイロット

プロジェクトの実施を通じた能力向上支援プログラムにより、先方実施機関の計画策定能力及び廃

棄物管理能力を向上させる。具体的目標は下記のとおりとする。 

１） マスタープランの策定過程において、各種トレーニングを実施し、対象都市における清掃サ

ービス従事者の廃棄物関連データ管理能力、廃棄物管理計画策定能力を向上させる 

２） 効率的・効果的に廃棄物管理データ（車両運行計画、ゴミ収集量）を収集･管理・整備する

制度・体制を構築する。 

 

４－１－２ 本格調査の基本方針 

（１） キャパシティディベロップメント（能力向上）支援型開発調査 

本調査はウランバートル市が、自ら廃棄物管理データを整理、分析し、同市の財政規模に適し

た廃棄物管理計画を策定、実施し得る能力の獲得を支援する協力事業である。したがって、各種

トレーニング、ワークショップ、共同調査、カウンターパートごとの個別能力開発支援、データ管理

体制の構築支援等、あらかじめ具体的な成果指標の設定された能力向上支援プログラムの実行を

重視し、ウランバートル市自身が調査団の支援の下、自都市のマスタープランを策定することを目

的とする。 

したがって、本調査において、調査団は、調査活動を通じた廃棄物管理体制の整備や、先方実

施機関職員の廃棄物管理能力強化を実施することが不可欠である。そのためにも、調査団は常に

カウンターパートと共同で調査活動を実施するようにし、その過程で技術移転や能力向上支援を

図る。 

 

（２） 持続性のあるマスタープランの策定 

ウランバートル市は、2003 年度より予算が削減されたことに伴い財政難に苦しんでいる。また人

材面においても廃棄物関連の担当者が計画部門に 1 名、実施部門に 6 名と人材不足に苦しんで

いる。よって、本アクションプランを持続性のあるものとするためには、先方の現状の財政的、人的

制約を踏まえたものとすることが重要である。特に、計画内容は平易で理解しやすく、マスタープラ

ン策定後、先方独自で必要に応じ、修正し活用できるものとする。提案プログラム、プロジェクトに

関しては、実践的でかつ先方の限られた予算で維持管理可能なものを選定するなどの配慮が必

要である。また、開発調査終了後、提案が事業化につながるようにも配慮することとする。 
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４－２ 調査対象範囲 

（１） 調査対象地域 

１） 対象地域 ：ウランバートル市（Sukhbaatar District, Chingeltei District, Bayanzurkh 

District, Songinokhairkhan District, Bayangol District, Khan-Uul District, 

and Nalaikh District） 

２） 対象面積、人口 ：4700 k ㎡ 847,000 人 

（２) 調査対象とする固形廃棄物 

ウランバートル市が扱うすべての固形廃棄物を対象とする。ただし、有害廃棄物、感染性廃棄物

については 終処分場に持ち込まれる総量は把握するが、マスタープラン策定に係る詳細な調査

は行わず、今後のこれら廃棄物の管理の方針に関する一般的な提言を行うにとどめることとする。 

 

４－３ 調査項目とその内容・範囲 

本調査は次の３段階に分けて実施する。なお、フェーズ４に関しては、先方実施機関と協議のう

え、P/R の際に S/W 第 8 条に基づき協議し、実施の可否を決定することとする。 

フェーズ１ 現況把握、課題分析、マスタープランの策定 

フェーズ２ パイロットプロジェクトの実施、フィージビリティスタディの実施 

フェーズ３ 提案プロジェクト及びプログラムのモニタリング、フォローアップ 

 

（１） フェーズ１ 現況の把握、課題の分析、マスタープランの作成 

フェーズ１においては以下の３つの課題について現状把握、解析検討を行い、マスタープランを

作成する。 

 １） 現地調査実施体制の構築 

先方との協議の下、援助責任官庁である経済財務省、廃棄物主管省庁である自然環境省、

及び本調査の実施主体であるウランバートル市と協議し、現地調査実施体制を構築することと

する1。 

 ２） 現況把握、解析検討 

＜求められる成果＞ 

「ウランバートル市の廃棄物管理状況改善に向け、各ステークホルダーは何を実施するべきか」

という問いに答えるために必要となる各種課題、制約要因を明らかにする。 

課題１．ウランバートル市におけるゴミの流れ(Waste Stream)及び、それに付随する機材管理・

技術面の現状把握、解析検討 

課題２．自然環境省及びウランバートル市の組織（人材育成策を含む）、制度、財政状況、廃

棄物関連の法制度の現状把握、解析検討 

課題３．ウランバートル市における環境 NGO,CBO の活動実態、及び地域住民の廃棄物管理

に対する意識の把握 

 ３） マスタープランの策定 

上記課題についての現状把握、分析に基づき、先方のマスタープラン策定作業を支援する。 

＜求められる成果＞ 

                                                 
1 ウランバートル市では既に本調査に係るカウンターパートチームを結成している。カウンターパートチーム構成に

ついては別添 を参照のこと。 
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・ 各ステークホルダー（中央政府、自治体、整備公社、NGO、CBO、民間企業、住民）が担うべ

き廃棄物管理における役割の明確化 

・ 各アクターの「2020 年までにウランバートル市のゴミ収集率、処分率を向上させることを目的

とする」マスタープラン策定、行動計画策定、及び優先プロジェクトの選定 

【アクションプランの骨子】 

①廃棄物収集・運搬・処理・ 終処分計画 

②廃棄物管理に係る行政組織・制度整備及び人材育成計画（民営化、収集料金制度も含む） 

③廃棄物管理に係る施設・機材整備・維持管理・財務計画 

④廃棄物管理に係る住民参加計画 

【初期環境調査（IEE）の実施支援】 

マスタープランにより提案される各種プロジェクトが環境に与える影響について、ウランバートル

市が初期環境調査を実施することとなるが、この点について調査団は先方の要望に応じ、技術的

支援を行う。尚、その際に、影響が多大と想定される場合については、No Action も含めた代替案

の検討を行う。 

 4） パイロットプロジェクトの計画策定 

＜求められる成果＞ 

ウランバートル市における短期的に実施可能かつ実効性の高い衛生改善プロジェクトを選定

することを目的とする。 

マスタープランの中で選定された、優先プロジェクトの中で、パイロットプロジェクトの計画を策

定する。事前調査時にウランバートル市から提出されたパイロットプロジェクトの要望は下表のと

おりである。 終的にはマスタープランに基づき、先方と協議のうえ、実施するパイロットプロジェ

クトの内容を決定する。 

 

表 4－1 パイロットプロジェクト候補 

パイロットプロジェクト 対象、成果

対象：　ゲル地区、アパート地区
成果：対象地区のごみ収集率の改善
対象：　ウランチョルート、モリンダワー処分
場
成果：浸出水流出による土壌、水質汚染の
改善、美観の改善、周辺住民への悪影響
の改善

廃棄物収集改善

既存処分場の改善

 

 

（２） フェーズ２ パイロットプロジェクトの実施、フィージビリティスタディの実施 

 １） パイロットプロジェクトの実施・評価 

＜求められる成果＞ 

マスタープランにより同定された、廃棄物管理に係る問題の解決策を実施し、継続的協力効

果をもたらすことを目的とする。 

パイロットプロジェクトの現地踏査を行い、実施状況と成果を把握したうえで、以下の点を含め

て検討し、パイロットプロジェクト実施結果の取りまとめ及び評価を行う。 

①目的達成度 
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②費用対効果と持続可能性 

③他都市への適用可能性 

④モンゴル国側の反応 

 

 ２） フィージビリティスタディの実施 

＜求められる成果＞ 

マスタープランの中で提案された優先プロジェクトの中で特に緊急的に実施する必要性のあ

るプロジェクトについてフィージビリティー調査を実施し、経済的妥当性を検証する。 

 ３） 環境影響評価（ＥＩＡ）の実施支援 

優先プロジェクトのうち、初期環境調査（IEE）により環境影響評価が必要とされたプロジェクト

については、ウランバートル市が環境影響評価を実施することとなるが、これについて調査団は

市の要請に応じ、必要な技術的支援を実施することとする。 

 ４） マスタープランの見直し 

夏季の実地調査の結果、パイロットプロジェクトの評価結果、及び F/S 案件の結果を M/P の

内容に反映させ、 終調整を行う。 

 

（３） フェーズ３ マスタープランに基づく提案の具体化支援 

今次調査において、調査終了後 1 年間程度、提案プログラム等の準備、先方実施体制づくり、

地域住民の意識向上のためのワークショップの開催等、調査結果の活用を担保するための活動を

必要に応じ実施し、関係機関を支援する。詳細については、プログレスレポート説明協議時に双方

協議することとする。 

 １） 先方実施機関による提案プログラム、プロジェクト履行準備のモニタリング 

 ２） 必要に応じ、先方実施機関によるマスタープランの履行支援の実施 

本フェーズに関しては実施が確定していないため、先方の自助努力の状況、P/P の進捗状況を

勘案して実施の可否を決定する。 

 

４－４ 調査フローと要員構成 

（１） 調査工程 

調査は、原則として 2004 年１１月下旬に開始し、約１６ヵ月後の終了を目途とする。 
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Note IC/R ：Inception Report, IT/R ：Interim Report, P/R ：Progress Report 

  DF/R ：Draft Final Report, F/R ：Final Report 

図 4－1 調査工程 

 

（２） 業務量の目途 

 １） 業務量の目途 

総計 約 61.5M/M 

なお、上記には業務調整団員分を含まない。 

 ２） 本調査には、下記の分野を担当する団員を参加させることを基本とする2。 

①総括／キャパシティディベロップメント 

②廃棄物関連施設整備計画/環境配慮 

③廃棄物収集・運搬計画 

④廃棄物循環システム分析／有害廃棄物 

⑤施設計画・積算 

⑥住民参加促進／社会配慮 

⑦組織・制度／人材育成 

⑧財務・経営分析 

 

４－５ 調査用資機材 

品目 仕様 数量 調達場所
トラックスケール １台 現地調達  

 

４－６ 調査実施上の留意点 

（１） 本調査に係る制約要因 

 １） 市の財政的脆弱性 

中央政府と地方政府間の財源の再配分政策によって、ここ数年ウランバートル市の財政収入

は大きく減少している3。モンゴル国政府は都市と地方の財源の平等化を推進するため、主たる

税金を中央政府で徴収して地方政府に分配する政策を採用した。このため、法人所得税は

2002 年から、個人所得税も 2003 年から一部を残して国で徴収することとなった。ウランバートル

市の歳入は 2001 年度の 456 億 Tg から 2003 年度予算では 227 億 Tg と約半分に減少している。  

また、歳出は給与、物品・サービス購入にかかる経常支出が約 90％を占め、インフラ投資に

配分可能な財源はほとんどない。また現在、中央政府の予算からは、市の廃棄物処理事業へ

の配分はない。 

その一方で、廃棄物に関するコストについては、収集、処分場の運営に係る費用については

各整備公社が住民、事業者から徴収する収集料金に基づいて運営しているが、それに必要と

なる機材は市が調達することになっているため、本調査で市の財政を精査し、必要な財政措置

                                                 
2 各団員の役割については別添１参照。 
3 詳細は事前調査報告書（案） 3－2－2 「財政・組織・制度」の項目参照。 
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を提案することが必要である。 

 ２） 廃棄物分野における関係諸機関・ドナー、民間企業等の動向調査と調整 

今までウランバートル市では多くの二国間・多国間の援助機関が調査を行ってきており、多く

の民間企業も施設建設に意欲を持って営業を行ってきた。２００１年調査でも、ドイツ企業がリサ

イクル計画を提案したために本件プロジェクトが頓挫した経験がある。今回も LifeStyle Co. Ltd.4

が５０ｔ／ｄのコンポストプラントを、おそらく PFI で建設することを計画していることがヒアリングで

明らかになった。また自然環境省からも協議の場において、「ＪＩＣＡの調査が民間企業の動きを

妨げるようなものにならないようにしてほしい」との要望も出された。 

調査期間中に、民間企業による、廃棄物事業への参入も今後予想されるため、調査団はこの

ような動きについては早急に情報を入手し、調査との調整を図る必要がある。 

 

 

（２） 本調査に係る留意点 

 １） 技術面 

①超寒冷地における廃棄物管理 

モンゴル国は冬季においては、零下 40℃になるほどの超寒冷地であるため、気候条件が廃

棄物管理技術に及ぼす影響が少なくない。事前調査による聞き取りの結果以下の課題が明ら

かとなったため、十分留意して調査を実施することとする。 

ａ） 排出 

・ ゲル地区で使用するストーブから排出される石炭灰 

ｂ） 収集運搬面 

・ 冬季路面凍結による収集効率低下 

・ 冬季ラジエーター水凍結による収集車稼働時間の短縮 

・ 冬季の処分場表土凍結による収集車輌アクセス困難 

ｃ） 終処分場 

・ 冬季に大量に発生する石炭灰の飛散 

②居住地区ごとの特殊性 

ウランバートル市は居住地区がアパート地区とゲル地区に大きく二分され、生活スタイルの違

いにより、排出される廃棄物の質・量が異なるだけでなく、ゴミの排出方法も全く異なる。また上

記 2 地区は、本調査対象 District に混在しているため、本調査ではこれらの点に留意し、地区

の特徴に応じた収集改善策を提案、実施する必要がある。 

 

 ２） 制度面 

①モンゴル国廃棄物関連法制度 

廃棄物処理事業の計画、実施、運営・維持管理に係る責任・所管については 2003 年に制定

され、2004 年 7 月 1 日から施行された「家庭及び企業のゴミ廃棄物に関する法律」において規

定されている。それによると、自然環境省（Ministry of Nature and Environment）は、国会が策定

した政策に基づいて計画・開発戦略を所管する。ウランバートル市の廃棄物処理に係る事業計

                                                 
4 詳細は事前調査報告書（案） 3－2－9「対象地域における市民参加、環境ＮＧＯの動向」の項目参照。 
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画、事業実施、経営・維持管理はウランバートル市が行う。 

本役割分担に従い、ゴミ収集料金の料金基準の設定などについて自然環境省が実施するこ

とになっているが、まだ何の取り組みも実施もしくは予定されていない。また収集料金の基準設

定については、事前調査期間中に自然環境省からも本調査内で支援するよう要望が出されて

いる。 

したがって、本調査の中では、ウランバートル市の料金収集メカニズムを考案する中で、自然

環境省に対する制度支援も併せて行うこととする。 

②ゴミ収集料金徴収制度 

ウランバートル市ではアパート地区、ゲル地区別に料金を設定し、各地域の都市整備公社

（民営化会社）が料金を徴収している。２００1 年に市近郊のダリエヘ 終処分場が閉鎖され、

District によっては 終処分場までの距離が遠くなったことや、ガソリン代が大幅に値上がりした

こと等の理由から、市ではゴミ料金の値上げを検討している。しかしながら、ゴミ料金制度基準

（計算の手法）の設定は、上記①で説明したように、法律上は国の決定事項であり、これを進め

るべき自然環境省では実際の検討作業が進んでおらず、したがって市の料金値上げも実施さ

れていない。一方で、市では現在都市整備公社の民営化に伴い、料金徴収制度自体の見直し

も検討している5。 

これらの状況を鑑み、本格調査においては、現状把握において市の廃棄物管理事業の経営

状況の明確化、現状の収集料金徴収制度の課題を明確化したうえで、市としての妥当な収集

料金徴収制度及び、民営化の方策を提案することが必要である。なお、民営化に伴う提言を出

す際には、整備公社から移行した新会社の主体性をもった経営と独立採算の可能性ならびに

その前提、住民のゴミ収集料金の支払い可能額、マスタープランで提案される事業費、維持管

理費を総合的に勘案し、提案することとする。 

 ３） 社会・環境配慮面 

①住民参加の促進 

廃棄物管理は住民の生活と深い関わりを持っているため、そのシステムの変更は住民に直接

的な影響を及ぼす。分別収集、リサイクル等、ゴミ排出源から集積所までのいわゆる 1 次収集改

善策はすべて住民の協力なしには機能し得ない。 

しかし、ウランバートル市では、移動を伴う本来のゲル生活をしてきた世帯が調査対象地域に

定住しているケースも多く、定住化した市民は、一般的に都会でのゴミ処理についての認識、関

心が薄く、自発的な地域清掃も活発的ではない。一方で、ウランバートル市では、現在、ゴミ教

育のプログラムなどによる市民の教育、啓発やゴミの排出方法に関する協力の呼びかけ等の啓

発活動も特に行っていないとのことである。こうした状況の改善が住民参加の促進、コミュニティ

とのパートナーシップの構築のために必要である。 

一方で、ウランバートル市、及び地区整備公社の限られた財源で効率的な廃棄物収集システ

ムを構築するためには、地域住民の協力を得ることが必要である。 

したがって、本調査では学校、地域社会での教育、マスコミによるキャンペーン等を通じた意

識啓発活動をまず行い、それに伴い、住民の協力、意見を取り入れた収集改善計画を立案して

いくことが重要である。 

                                                 
5 詳細については事前調査報告書（案） 「３－２－１１ 廃棄物管理に係る問題及び課題」の項目参照。 
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②広報の重視 

①に記したとおり、ゴミの問題は住民の主体的な参加なくして改善し得ない問題であるため、

本調査の進捗及び成果はウランバートル市住民に広く知らしめる必要がある。そのため、本調

査では広報担当団員6を配置し、多様な広報ツールを活用し、ゴミ問題の重要性を周知すること

とする。主要な広報相手は、１）調査提言内容に係る先方行政官及び政策決定者、２）ウランバ

ートル市住民、３）関連ドナー及びＮＧＯ・CBO（Community Based Organization）とする。想定さ

れる広報ツールとしては以下のとおりである。 

・ 調査のホームページの開設 

・ News Letter の発行、配布、 

・ 調査ロゴの作成、ロゴステッカー等の配布 

・ 「ゴミの日」キャンペーンなどの市民を巻き込んだイベント 

・ 新聞・テレビ・ラジオ・雑誌などのマスメディアとの協力 

・ 調査期間を通じたドキュメンタリービデオの作成（JICA としての知見の蓄積のため） 

③社会配慮 

モンゴル国では、ゴミ関連の仕事に従事する人間は特定の階層に属するというような特別の

階級意識はない。また、家庭の中での仕事分担では、ゴミ出しは一般的には女性の仕事とされ

ている。しかし、ゲル地区の冬場の石炭ゴミは男性が行うことが多い。 

本調査の実施にあたっては、家庭、地域社会における女性の役割等のジェンダーに対する

配慮及び、ウェイストピッカー等への社会的な影響面に対し十分な配慮を行うこととする。 

④環境配慮 

本調査は、JICA 環境社会配慮ガイドラインのカテゴリーB に分類される開発調査であり、本ガ

イドラインに沿った対処を行う必要がある。事業実施にあたっての IEE（M/P）及び EIA（F/S）は

モンゴル側と共同で行われるが、開発調査では上述のガイドラインに沿って IEE レベルでの環

境配慮が実施されることとなる。また、同ガイドラインに従い、戦略的環境アセスメント（SEA）の考

え方を反映するよう努力するものとする。したがって、モンゴル側とは M／P の初期段階より情報

交換、意思疎通を密にし、環境配慮（社会環境を含む）を十分に踏まえた意思決定を行う必要

がある。 

 

                                                 
6 想定としては、住民参加促進/社会配慮団員を想定する。 
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第５章 団長所感 

 

平成１６年８月１７日 

 

モンゴル国ウランバートル市廃棄物管理計画調査（事前調査(S/W 協議)）団長所感 

 

調査団長 北脇秀敏 

 

本案件につき平成１６年８月２７日より８月２日まで現地調査を行い、種々の知見を得た。詳しい

現状分析については別途事前調査報告書に示される予定であるので割愛するが、現時点で格別

に留意すべき点をあげると以下のとおりである。 

 

１．本格調査の焦点 

（１） マスタープラン段階 

マスタープランで調査を行う一般的項目については S/W の中に記述されているが、ウランバート

ル市でマスタープランを実施するうえで特に留意すべき点は以下のとおりである。 

①収集システムの改善 

ウランバートル市では現在各種のごみを混合収集しているが、冬季に暖房システムから大量に

発生する石炭灰と他のごみを分別収集を行わなければ合理的な廃棄物管理計画が立案できない。

マスタープランの中で収集計画を立案する際には分別収集を視野に入れ、その実施に必要な啓

蒙活動、分別収集に伴う機材計画等を立案する必要がある。また、これらはパイロットプロジェクト

の中でもその実現可能性をチェックすることが望ましい。 

②料金徴収システム 

ゲル地区からの料金徴収率は向上してはいるものの、市の財政の健全化のために料金徴収シ

ステムについての提案も盛り込む必要があろう。 

③街路清掃に対する配慮 

現在、市では通常の街路清掃のほかに広場等の清掃、除雪車の稼働などの作業も担当してい

る。清掃機材の中にはこれらの作業に対する配慮も必要であろう。 

④民営化に関する考察 

市では今後の事業展開を見て収集作業の完全民営化も将来的な選択肢に加えており、その点

に関しての考察やアドバイスも必要となろう。 

⑤中継基地導入の是非に関する検討 

市では中継基地を持たず、処分場に廃棄物を搬入する際に中継を行うことで収集効率が上がる

ということの認識がない。マスタープランの段階では市に中継基地の意義を詳しく説明し、導入の

是非に関する検討を行う必要がある。 

⑥廃棄物分野における関係諸機関・ドナー、民間企業等の動向調査と調整 

今までウランバートル市では多くの二国間・多国間の援助機関が調査を行ってきており、多くの

民間企業も施設建設に意欲を持って営業を行ってきた。２００１年調査でも、ドイツ企業がリサイクル

計画を契約にまで持ち込んだためにプロジェクトが頓挫した経験がある。今回も LifeStyle Co. Ltd.

が５０ｔ／日のコンポストプラントを、おそらく PFI で建設することを計画していることがヒアリングで明
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らかになった。ただしこのコンポストプラントの件は、市も計画の存在を今まで知らなかったとのこと

で実現可能性は低いと考えられる。しかし環境省から「ＪＩＣＡの調査が民間企業の動きを妨げるよう

なものにならないようにしてほしい」との要望もあり、企業が環境省に働きかけを行っていることも予

想される。このような動きは早く情報を入手して調査との調整を図る必要がある。 

 

 

（２） パイロットプロジェクト 

パイロットプロジェクトに関しては、市も前回（２００１年）調査時と同様で良いとのことであったので、

下記にその内容を再掲する。本案件はＦ／Ｓと、それに続く事業化が予測されるため、それらの前

駆段階としてパイロットプロジェクトを行い、情報を蓄積する必要があろう。すなわち M/P 段階であ

げたように分別収集、 終処分場の改善等のために必要な事項を本案件の中で小規模に行って

いく必要がある。このためモンゴル側関係者を集めて参加型のワークショップを行い、パイロットプ

ロジェクトの候補として以下のような案を得た。 

①住民参加、環境教育を含めたごみの分別収集 

分別収集の実施のためにはソフト面を含めた幅広い活動が必要である。すなわち、ごみ教育プ

ログラム（住民、学童等を対象）、ゲル地区などの収集困難地区などへのコンテナの設置、住民参

加型で行う分別収集などが考えられる。 

② 終処分場における衛生埋立て 

現在 終処分場は覆土や医療廃棄物処分場所の区分化等が行われておらず、春期強風時の

石炭灰の飛散や夏期の家バエの発生が大きな問題になっている。これらの問題を解決するため、

上記の分別収集と組み合わせて廃棄物を覆土することによる衛生埋立ての実証試験を行うことが

考えられる。 

 

 

（３） Ｆ／Ｓ対象プロジェクト 

本項に関しても前回（２００１年調査）と同様に以下の２件が考えられる。 

①収集運搬システムの改善 

これには収集運搬車両の整備、中継基地の建設等が含まれる。既に述べたように、既存処分場

の閉鎖に伴い運搬距離が伸びたため、収集車両台数の不足は深刻になっている。これを緩和す

るため車両の増強と中継基地の整備が喫緊の課題となっている。 

② 終処分場の整備 

現在オープンダンピングを行っている 終処分場の改善が重要であることは論を待たない。しか

し本案件においてはウランバートル市の自然環境と経済状況にあった衛生埋め立ての方策を提言

し、実施する必要がある。 

 

 

（４） 終処分場に関する特記事項 

①処分場位置決定の重要性について 

今回の開発調査の焦点は収集機材の供与と 終処分場の改善である可能性が高い。また、収

集機材の供与が将来実施される場合にも、 終処分場の位置決定と環境対策とが確実に行われ
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ていることが条件となる場合が多い。そのため 終処分場の位置選定や処理方式で自然環境省

側と市側とが対立しているという状況は速やかに解消しなければならない。 

②市・自然環境省との対立と 終処分場位置の決定時期について 

市と自然環境省との軋轢は２００１年の事前調査の際にも報告したが、この関係は現在でも変わ

っていない。今回、自然環境省がＳ／ＷのＭ／Ｍへの署名を拒否したように対立は根深いものが

ある。自然環境省は処分場の許認可や閉鎖命令などの権限を持っているため、本格調査実施時

までには調整がとれていることが望ましい。また自然環境省と市との対立が長引けば処分場の位置

決定時期がずれ込み、Ｆ／Ｓ実施に支障を来すおそれがある。 

明るい材料としては、２００１年事前調査と今回の事前調査とを行った際の自然環境省スタッフが

近々大幅に交代することが予想されることである。自然環境省内の人事配置が一段落した段階で

速やかに連絡を取り、資料収集（ordinance 等）や 終処分場の位置選定等の調整を行うための会

合を開催することが望ましい。本格調査団が到着する前に日本側から文書で意向を伝えておき、

調査開始後すぐに協議に入れるようにしてはどうだろうか。またインセプションレポート説明の際に

は、Ｆ／Ｓ開始までにモンゴル側の意見の調整が終わっていないとＦ／Ｓに支障を来すことをＭ／

Ｍに明記すべきであろう。 

③環境配慮ガイドラインと戦略的環境アセスメントの適用について 

市はＪＩＣＡの環境配慮ガイドラインに則り調査を進めることに同意した。日本側のガイドラインで

は施設の位置決定においてはＳＥＡ（戦略的環境アセスメント）を行うことが望ましいとされているが、

この点に関してはガイドラインを十分意識したうえでモンゴル側の事情と手続きに則り進める必要が

あろう。特に今回は直接のカウンターパートであるウランバートル市と環境アセスメントの許認可権

を持つ自然環境省との間で対立があり、 終処分場の選定に関する関係者の思惑が交錯してい

るため、先進的民主主義国家で効果を発現するＳＥＡの手法をそのまま適用すると収集がつかなく

なる可能性があろう。 

 

 

２．援助効果の持続性に向けての提言 

日本の援助で実施するプロジェクトは、相手側の自助努力により維持していけるものでなければ

ならないことは言うまでもない。そのため本計画では日本側の技術協力が終了したのちにもウラン

バートル市側の技術力と資金力とで持続可能であるような代替案を提示し、それをサポートするた

めのソフト面を重視したものにする。具体的には以下の項目が考えられる。 

 

（１）パイロットプロジェクトの活用 

パイロットプロジェクトの目的は、本格調査のＦ／Ｓのためのデータを得るという側面と、調査終了

後も、現地側がそのパイロットプロジェクトを継続・発展させるための技術移転という側面とを持って

いると考えられる。したがってパイロットプロジェクトは、日本側の技術的・物質的な助力がなくても、

調査終了後、現地側の努力だけで持続できるものが望ましい。また本格調査を行っている間に、そ

のパイロットプロジェクトを継承してもらえそうな組織に技術移転を行っておく必要がある。そのパイ

ロットプロジェクトを現地側が自発的に継続して行うためには、そのスタディが彼らにとってインセン

ティブのあるものであるということをスタディ中に技術移転セミナー等の中でカウンターパート等に

示しておく必要がある。 
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（２）技術移転 

本格調査実施中、技術セミナーを開催し、カウンターパートからも発表を行ってもらうなどして、

カウンターパートに早くから本調査に対して当事者意識を持ってもらう。またカウンターパートにも

できるだけアイディアを出させ調査に参加してもらう。また技術セミナーでは、相手国保健省、ＷＨ

Ｏ現地事務所等のように一般廃棄物・医療廃棄物処理に関係している機関からも発表を行っても

らい、日本側調査団と積極的に意見交換を行うことが望ましい。技術移転セミナーでは日本の経

験、中央アジア・東アジア諸国における日本の援助経験などを情報伝達する。また調査の全過程

を通じてカウンターパートとともに作業にあたることにより、on-the-job で技術移転に務める。 

 

（３）専門家等の派遣によるサポートの必要性 

本格調査の結果を絵に描いた餅に終わらせることなく実行するには、調査終了後のフォローも

視野においておく必要がある。そのため本格調査終了後にコンサルタントチームの短期的な現地

訪問と指導等を予定しているが、調査終了直前にシニアボランティア（廃棄物管理分野）や青年海

外協力隊員（人口・環境問題、環境教育、都市計画等の職種）によるサポートが得られる場合には、

コンサルタントチームによるフォローアップを簡略化するか、省略するなどしても良いと考えられる。

なお、ＳＶやＪＯＣＶの派遣に関しては、すでにＪＩＣＡ事務所と調整が開始されている。 
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NAMKHAI Ayush    Director-General of Environment and Sustainable Development  
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BAYASGALAN Banzragch    Deputy Director, Dept. of Sustainable Development and 
     Environment 
P. Naranbayar    Assistant to Minister 
鈴木 孜   JICA Expert for Environment/Nature Conservation Policy 
 
Ministry of Industry and Trade 
D. Badarch   Director, Dept. of Industrial Policy and Coordination 
 
Ministry of Health  
UDVAL Natsag   Vice Minister 
Enkhtsetseg SHINEE  Officer in Charge of Public Health 
 
Chingeltei District 
B. ENKHBOLD   Chief of Public Service Dept. 
 
Nalaikh District 
DASHDONDOG TSEND  Deputy Governors 
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B. Batnagan   Officer 
 
NUUTS Co., Ltd. 
D. Naran    General Director 
 
City Settlement and Daily Service Company 
BATSAIKHAN Darambazariin President 
Bayanmunkh   Chairman 
 
Mongolian University of Science and Technology 
BUDSUREN Janchiviin  Associate Professor 
 
Baigai-Erdene Fund 
N. Sodnompil 
 
Mongolian Nature and Environment Consortium 
B. ERDENE-OCHIR  Executive Director 
 
Lifestyle Co. LTD 
BUYANJARGAL Sandag  General Director 
 
BULIGAAR JOINT STOCK COMPANEY 
BAT-OCHIR Mendbayar  Deputy Director, Chief Engineer  
 
BUYANT-UILS ASSCIATION 
B. Amarjargal   Deputy Director 
 
 
援助機関 

WORLD BANK 
Tsolmon Bat-Ochir   Sr. Operations Officer 
ENKHBAYAR Miyegombo  Translator, PMU of Second Ulaanbaatar Service Improvement 
     Project 
D. Oyuntsetseg   Project Manager, Improved Household Stoves Project 
 
UNDP 
B. Elbegzaya   Programme Officer 
 
ADB 
MUNKHBAATAR Dondov  Project Director, Integrated Development of Basic Urban Services  

in Provincial Towns Project 
 

GTZ (German Development Cooperation) 
Wolf Wagner   Deputy Director 
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日本側 

在モンゴル国日本大使館 

清水 参事官 

山口 二等書記官 

 

JICAモンゴル事務所 

平井 所長 
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全
国

英
語

書
籍

A
4

1
5
6

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

1
N
S
O

購
入

A
-
2
0

統
計

P
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
H
o
u
s
i
n
g
 
C
e
n
s
u
s
 
2
0
0
0
,
 
t
h
e
 
O
l
d
e
r

P
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
i
n
 
M
o
n
g
o
l
i
a

2
0
0
2

全
国

蒙
語

、
英

語
書

籍
A
4

8
7

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

1
N
S
O

購
入

A
-
2
1

統
計

C
o
m
p
e
n
d
i
u
m
 
o
f
 
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
S
t
a
t
i
s
t
i
c
s
 
o
f
 
M
o
n
g
o
l
i
a

2
0
0
0

2
0
0
2

全
国

英
語

書
籍

A
4

2
1
2

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

1
N
S
O

購
入

A
-
2
2

統
計

U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r
 
S
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
 
Y
e
a
r
b
o
o
k
 
(
2
0
0
3
)

2
0
0
4

U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r

蒙
語

文
書

A
4

6
6

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

1
U
B
 
C
i
t
y
の

N
S
O

寄
贈

2
0
0
3
年

統
計

書
（

目
次

、
表

題
、

図
題

の
み

翻
訳

済
み

）

A
-
2
3

統
計

U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r
 
S
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
 
Y
e
a
r
b
o
o
k
 
(
1
9
9
8
～

2
0
0
3
)

U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r

蒙
語

文
書

A
4

P
D
F

1
U
B
 
C
i
t
y
の

N
S
O

寄
贈

1
9
9
8
～

2
0
0
3
年

統
計

書
の

Ｐ
Ｄ

Ｆ

A
-
2
4

開
発

計
画

M
o
n
g
o
l
i
a
n
 
A
c
t
i
o
n
 
P
r
o
g
r
a
m
m
e
 
f
o
r
 
t
h
e
 
2
1
s
t
 
C
e
n
t
u
r
y

1
9
9
9

全
国

英
語

書
籍

A
4

2
9
7

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

1
蒙

政
府

寄
贈

2
0
2
0
年

を
目

標
年

と
す

る
国

家
開

発
計

画
(
M
A
P
2
1
)
の

英
語

版

A
-
2
5

開
発

計
画

U
L
A
A
N
B
A
A
T
A
R
 
C
I
T
Y
 
G
E
N
E
R
A
L
 
P
L
A
N
第

３
集

2
0
0
0

U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r

蒙
語

報
告

書
A
4

2
6
1

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

1
U
B
 
C
i
t
y

寄
贈

U
B
市

G
e
n
e
r
a
l
 
P
l
a
n
の

第
３

集
(
目

次
の

み
翻

訳
）

A
-
2
6

開
発

計
画

モ
ン

ゴ
ル

国
ア

ク
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン
 
(
2
0
0
0
-
2
0
0
4
)

2
0
0
0

U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r

蒙
語

文
書

A
4

1
2

ｺ
ﾋ
ﾟ
ｰ

1
蒙

政
府

寄
贈

A
-
2
7

開
発

計
画

U
L
A
A
N
B
A
A
T
A
R
 
C
I
T
Y
 
A
c
t
i
o
n
 
P
l
a
n
 
(
2
0
0
0
-
2
0
0
4
)

2
0
0
0

U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r

蒙
語

報
告

書
A
4

6
9

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

1
U
B
 
C
i
t
y

寄
贈

U
B
市

の
A
c
t
i
o
n
 
P
l
a
n

A
-
2
8

市
開

発
計

画
R
E
P
O
R
T
 
O
N
 
A
S
S
E
S
S
M
E
N
T
 
O
F
 
I
M
P
L
E
M
E
N
T
A
T
I
O
N
 
O
F
 
L
O
C
A
L

A
G
E
N
D
A
 
2
1

2
0
0
3

U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r

を
含

む
５

地
域

蒙
語

、
英

語
書

籍
A
4

5
0

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

1
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n

S
u
p
p
o
r
t
 
G
r
o
u
p
 
f
o
r

M
A
P
-
2
1

寄
贈

A
-
2
9

技
術

資
料

自
然

環
境

省
の

年
次

報
告

（
2
0
0
1
年

度
）

2
0
0
1

全
国

蒙
語

文
書

A
5

5
7

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

1
自

然
環

境
省

寄
贈

目
次

の
み

翻
訳

済
み

A
-
3
0

技
術

資
料

自
然

環
境

省
の

年
次

報
告

（
2
0
0
2
年

度
）

2
0
0
2

全
国

蒙
語

文
書

A
5

9
6

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

1
自

然
環

境
省

寄
贈

目
次

の
み

翻
訳

済
み

A
-
3
1

技
術

資
料

S
p
e
c
i
a
l
 
P
r
o
t
e
c
t
e
d
 
A
r
e
a
s
 
o
f
 
M
o
n
g
o
l
i
a

2
0
0
0

全
国

英
語

ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｰ
ｼ
ｬ
ｰ

A
5

1
0
2

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

1
自

然
環

境
省

寄
贈

G
T
Z
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
に

よ
る

A
-
3
2

国
家

予
算

2
0
0
4
年

度
モ

ン
ゴ

ル
国

国
家

予
算

2
0
0
4

全
国

蒙
語

冊
子

A
5

6
4

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

1
蒙

政
府

/
U
N
D
P

寄
贈

2
0
0
4
年

度
国

家
予

算
の

国
民

広
報

用
冊

子

A
-
3
3

規
則

集
ウ

ラ
ン

バ
ー

ト
ル

市
都

市
整

備
規

則
集

1
9
9
8

U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r

蒙
語

冊
子

A
6

9
3

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

1
U
B
 
C
i
t
y

寄
贈

A
-
3
4

政
令

価
格

設
定

に
つ

い
て

の
法

律
（

3
件

）
全

国
蒙

語
文

書
A
3

5
ｺ
ﾋ
ﾟ
ｰ

1
U
B
 
C
i
t
y

寄
贈

政
令

1
9
9
2
年

N
o
.
3
4
、

1
9
9
3
年

N
o
.
9
3
、

1
9
9
4
年

N
o
.
2
2
2
付

録

 
Ｂ

．
報

告
書

・
技

術
資

料

2



番
号

カ
テ

ゴ
リ

ー
資

料
の

名
称

発
行

年
地

域
言

語
形

態
版

型
ﾍ
ﾟ
ｰ
ｼ
ﾞ

数
ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ
・

ｺ
ﾋ
ﾟ
ｰ
の

別
部

数
収

集
先

名
称

ま
た

は
発

行
機

関

寄
贈

・
購

入
の

別
備

考

B
-
1

環
境

ア
セ

ス
M
E
T
H
O
D
O
L
O
G
I
C
A
L
 
P
R
O
B
L
E
M
S
 
O
F
 
E
N
V
I
R
O
N
M
E
N
T
A
L
 
I
M
P
A
C
T

A
S
S
E
S
S
M
E
N
T

2
0
0
2

M
o
n
g
o
l
i
a

英
語

書
籍

A
5

1
5
8

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

1
自

然
環

境
省

寄
贈

B
-
2

関
連

報
告

書
U
L
A
A
N
B
A
A
T
A
R
 
C
I
T
Y
 
D
E
V
E
L
O
P
M
E
N
T
 
S
T
R
A
T
E
G
Y
 
(
E
x
e
c
u
t
i
v
e

S
u
m
m
a
r
y
)

2
0
0
1

U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r

英
語

報
告

書
A
4

3
1

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

1
W
B

寄
贈

W
B
の

C
D
S
 
報

告
書

の
ｻ
ﾏ
ﾘ
ｰ

B
-
3

環
境

ア
セ

ス
F
e
a
s
i
b
i
l
i
t
y
 
S
t
u
d
y
 
f
o
r
 
t
h
e
 
S
e
c
o
n
d
 
U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r
 
S
e
r
v
i
c
e
s
 
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
P
r
o
j
e
c
t
 
a
n
d

P
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
 
d
e
s
i
g
n
 
o
f
 
W
a
t
e
r
 
S
u
p
p
l
y
 
F
a
c
i
l
i
t
i
e
s
,
 
E
N
V
I
R
O
N
M
E
N
T
A
L
 
I
M
P
A
C
T
 
A
S
S
E
S
S
M
E
N
T

2
0
0
3

U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r

英
語

報
告

書
A
4

1
2
1

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

1
W
B

寄
贈

世
銀

案
件

の
Ｅ

Ｉ
Ａ

の
事

例

B
-
4

関
連

機
関

U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r
 
S
e
r
v
i
c
e
s
 
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
P
r
o
j
e
c
t
,
 
P
r
o
j
e
c
t

I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
S
u
m
m
a
r
y

2
0
0
4

U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r
蒙

語
、

英
語

報
告

書
A
4

9
6

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

1
W
B

寄
贈

P
r
o
j
e
c
t
 
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n

S
u
m
m
a
r
y

B
-
5

技
術

資
料

B
o
r
r
o
w
e
r
'
s
 
I
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
C
o
m
p
l
e
t
i
o
n
 
R
e
p
o
r
t
,

U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r
 
S
e
r
v
i
c
e
s
 
I
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
 
P
r
o
j
e
c
t

2
0
0
4

U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r
蒙

語
、

英
語

文
書

A
4

2
7

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

1
WB

寄
贈

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
完

了
報

告
書

B
-
6

関
連

報
告

書
T
h
e
 
S
u
r
v
e
y
 
R
e
p
o
r
t
 
o
f
 
t
h
e
 
S
t
u
d
y
 
o
f
 
t
h
e
 
L
i
v
i
n
g

E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
G
E
R
 
A
r
e
a
 
i
n
 
U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r

2
0
0
2

U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r

日
本

語
報

告
書

A
4

2
8
3

ｺ
ﾋ
ﾟ
ｰ

1
J
I
C
A

寄
贈

J
I
C
A
専

門
家

に
よ

る
調

査

B
-
7

関
連

報
告

書
ウ

ラ
ン

バ
ー

ト
ル

市
へ

の
人

口
流

入
・

集
中

の
問

題
、

第
3
回

フ
ォ

ー
ラ

ム
公

園
と

質
疑

応
答

及
び

意
見

交
換

2
0
0
3

U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r

日
本

語
報

告
書

A
4

5
1

ｺ
ﾋ
ﾟ
ｰ

1
モ

ン
ゴ

ル
・

日
本

セ
ン

タ
ー

寄
贈

2
0
0
3
年

1
2
月

1
2
日

の
フ

ォ
ー

ラ
ム

B
-
8

関
連

機
関

W
a
s
t
e
 
C
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
 
S
t
u
d
y
 
-
 
U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r
,

M
o
n
g
o
l
i
a
,
 
W
i
n
t
e
r
 
-
 
S
u
m
m
e
r
 
2
0
0
2

2
0
0
2

U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r

英
語

報
告

書
A
4

4
0

ｺ
ﾋ
ﾟ
ｰ

1
保

健
省

寄
贈

W
H
O
の

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ

B
-
9

関
連

機
関

M
a
r
k
e
t
 
A
n
a
l
y
s
i
s
 
f
o
r
 
R
e
c
y
c
l
a
b
l
e
 
M
a
t
e
r
i
a
l
s

U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r
,
 
M
o
n
g
o
l
i
a

2
0
0
2

U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r

英
語

報
告

書
A
4

2
1

ｺ
ﾋ
ﾟ
ｰ

1
保

健
省

寄
贈

W
H
O
の

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ

B
-
1
0

関
連

機
関

G
T
Z
が

実
施

中
の

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

リ
ス

ト
2
0
0
4

全
国

蒙
語

、
英

語
、

独
文

書
A
4

2
ｺ
ﾋ
ﾟ
ｰ

1
G
T
Z

寄
贈

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

リ
ス

ト

B
-
1
1

関
連

機
関

I
n
t
e
g
r
a
t
e
d
 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
o
f
 
B
a
s
i
c
 
U
r
b
a
n
 
S
e
r
v
i
c
e
s
 
i
n

P
r
o
v
i
n
c
i
a
l
 
T
o
w
n

2
0
0
4

全
国

英
語

文
書

A
4

2
ｺ
ﾋ
ﾟ
ｰ

1
A
D
B

寄
贈

P
h
a
s
e
 
1
の

廃
棄

物
案

件
の

コ
ス

ト
見

積
り

の
例

(
B
a
r
u
u
n
－

U
r
t
）

B
-
1
2

関
連

機
関

D
e
l
i
v
e
r
i
n
g
 
o
f
 
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
a
n
d
 
K
n
o
w
l
e
d
g
e
 
o
n
 
R
u
b
b
i
s
h

a
n
d
 
W
a
s
t
a
g
e
 
i
n
 
C
i
t
i
e
s
 
o
f
 
M
o
n
g
o
l
i
a

2
0
0
4

全
国

英
語

文
書

A
4

8
ｺ
ﾋ
ﾟ
ｰ

1
E
c
o
 
W
o
r
l
d

寄
贈

N
G
O
の

活
動

例

B
-
1
3

関
連

機
関

W
B
の

ｽ
ﾄ
ｰ
ﾌ
ﾞ
ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ
の

ﾊ
ﾟ
ﾝ
ﾌ
ﾚ
ｯ
ﾄ

2
0
0
4

英
語

冊
子

-
ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

W
B
の

ﾌ
ﾟ
ﾛ
ｼ
ﾞ
ｪ
ｸ
ﾄ

事
務

所
寄

贈
パ

ン
フ

レ
ッ

ト

B
-
1
4

関
連

機
関

A
g
e
n
d
a
 
f
o
r
 
C
h
a
n
g
e

1
9
9
6

全
国

蒙
語

文
書

A
5

7
5

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

1
自

然
環

境
省

寄
贈

ﾘ
ｵ
2
1
環

境
宣

言
の

蒙
語

B
-
1
5

関
連

機
関

M
o
n
g
o
l
i
a
'
s
 
E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
 
I
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
f
o
r
 
A
D
B
'
s

O
p
e
r
a
t
i
o
n
s

2
0
0
2

全
国

蒙
語

、
英

語
書

籍
A
4

1
4
6

ｵ
ﾘ
ｼ
ﾞ
ﾅ
ﾙ

1
A
D
B

寄
贈

B
-
1
6

関
連

機
関

D
o
n
o
r
'
 
T
h
e
m
a
t
i
c
 
G
r
o
u
p
 
M
e
e
t
i
n
g
 
o
n
 
U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r
 
C
i
t
y

D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

2
0
0
3

U
l
a
a
n
b
a
a
t
a
r

英
語

書
籍

A
4

1
8
7

ｺ
ﾋ
ﾟ
ｰ

1
J
I
C
A

寄
贈

B
-
1
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各論 特殊事情１ 特殊事情２

調査期間
中に確認し
たか否か
（○/×）

活動の有無

寒冷地
廃棄物管理

民主化体制
への移行

収集機材 在庫管理の有無、機材更新頻度 ○ ○ ○
収集・処理施設 ｶﾞﾚｰｼﾞ、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの状況 ○ ○ ○
埋立機材 在庫管理の有無、機材更新頻度 ○ ○ ○

埋立処分用地
立地選定
設計、建設計画

○ ○
○
×

O&A 予算 ○ ○ ○
道路交通網 ○ ○
通信網 ○ ○
下水道 普及率 ○ ○
GIS ○ ○
電気 普及率 ○ ○

貯留・排出

現行貯留・排出方法・ルール
排出頻度、発生抑制・分別排出
生活形態、気象条件、ごみ量、ご
み質に対する配慮

○ ○
×
○
○

収集

現行収集方法
現行収集計画、頻度
収集計画見直し作業
収集事業領域
作業環境

○ ○

○
○
×
○
○

運搬
給油方法
車両運行管理計画、方法

○
×
○ ○

中間処理・中間施設 有無、取扱いゴミ量/day ○ ○ ×

最終処分

設計
覆土の状況、頻度
重機維持管理
モニタリング体制
ウェイストピッカー対策

○

○
○
○
○
○

×
×
○
×
×

廃棄物管理マネジメント 各種計画立案、労務管理、 ○ ×
ゴミ質・ゴミ量 ○ ○ ○
運行計画 ○ ○ ×
ウェイストフロー ○ ○ ×
管理マニュアル ×
マスタープラン ○ ○
調査報告書 ○ ○
文献情報 ○ ○

国家廃棄物管理政策 ○ ○
政策目標 ○ ○
実施主体の明示 ○ ○
廃棄物の定義 ○ ○
廃棄物管理責任の所在 ○ ○
廃棄物管理、処理に係る公的な基準 ○ ○
環境基準 ○ ○
有害廃棄物の処理基準 ○ ○
法執行メカニズム ×
罰則規定、強制力 ×
責任分担 各職員の役割（TOR) ○ ○ ○
意思決定 ○ ○ ○
部局の構成 ○ ○ ○
担当者数 ○ ○ ○

人材育成計画 ○ ○ ○
財政 廃棄物関連予算 廃棄物管理費用・支出の詳細 ○ ○ ○

民間委託 契約、モニタリングの可否 ○ ○ ○
ゴミ収集料金 収集料金 ○ ○ ○
処分場持込料金 ○ ○ ○

慣習 ゴミに関する慣習、歴史的制度、規範 ○ ×
階層 廃棄物に係る特定の社会階層の有無 ○ ×

リサイクル市場
有価物回収に関するルール
主要品目の取引価格
量、マテリアルフロー

○
○
○
×

社会組織 NGO, CBO, 研究団体 数、活動内容、地域 ○ ○

学校教育
実施機関、実施学校数、
教材の有無

○ ×

社会教育 ○ ×
キャンペーン活動の有無 ○ ×
マスメディアの参画 露出度 ○ ×
市民、企業、行政の連携 ×
排出ルールの遵守 ○ ×
住民の意見の政策への反映 苦情件数、クレーム窓口 ○ ×

パートナーシップ

実施機関の組織形態

委託、料金徴収

社会面

環境教育

調査・統計情報

組織・制度

政策

法制度

廃棄物関連

基礎インフラ

知的資産

廃棄物管理技術

項目

物的資産

ウランバートル市固形廃棄物管理計画調査
事前調査キャパシティアセスメントリスト（事前調査項目チェックリスト）

5.　事前調査チェックリスト



 

 

事業事前評価表（開発調査） 

作成日：平成１６年８月２４日 

担当グループ：地球環境部公害対策２チーム 

１．案件名 モンゴル国ウランバートル市廃棄物管理計画調査 

 

２．協力概要 

（１）事業の目的  

ウランバートル市廃棄物管理計画の策定及び概略設計（F/S）の実施を通じて、市の衛生環境

を改善するための方策を明らかにする。 

 

（２）調査期間  

2004 年 11 月下旬～2006 年 3 月下旬 （16 ヵ月） 

 

（３）総調査費用   

2 億 8,000 万円  

 

（４）協力相手先機関  

相手国実施機関名： ウランバートル市（Ulaanbaatar City Government） 

相手国実施機関責任者： ウランバートル市長 

 

（５）計画の対象（対象分野、対象規模等）  

 １） 調査対象： ウランバートル市 (Sukhbaatar District, Chingeltei District, Bayanzurkh District, 

Songinokhairkhan District, Bayangol District, Khan-Uul District, and Nalaikh District

 ２） 対象面積、人口： 4700 k ㎡ 84 万 7,000 人 

 ３） 対象分野： 都市衛生問題、廃棄物管理 

 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点  

モンゴル国（以下「モ」国）の首都であり、「モ」国最大の都市であるウランバートル市（人口約 85 万

人、面積約 4700k ㎡）は、近年、人口の急増（1990 年～1999 年の年平均人口増加率 2.5％）や市場経

済移行に伴う消費生活の進展に伴い、排出されるごみ量が増加し、廃棄物管理に係る問題が深刻化

している。 

同市には最終処分場が現在 2 ヵ所あるが、オープンダンプであるため、自然発火及びゴミの周辺へ

の飛散、浸出水による汚染が懸念されている。また、冬季にはゲル地区から持ち込まれる石炭灰が周

辺地域に飛散し、環境面及び健康面での被害が出ており、対応が急務となっている。 また、ゴミの分

別収集・運搬が行われておらず、医療系廃棄物と一般廃棄物とが混合して最終処分場に排出されて

おり、保健衛生上問題がある。特に清掃員及びウェイストピッカーの健康面への影響が懸念されてい

る。 

さらに、「モ」国においては、夏季と冬季で発生するゴミ質が異なるため、それに応じた対応策が必

要であるが、現状では何の区別なく廃棄・処分されている。 

以上のように、ウランバートル市の廃棄物管理の現況は、ウランバートル市住民の生活環境に対

し、甚大な影響を与えており、その改善が急務である。 

 

6. 事前評価表 



 

（２）相手国政府国家政策上の位置づけ  

2000 年～2004 年モンゴル国「政府行動計画」の中で「ゴミ処理の改善」は優先課題として位置付け

られている。 

 

（３）他国機関の関連事業との整合性  

特になし。 

 

（４）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け 

外務省は国別援助計画において、対モンゴル支援の重点分野として、「環境保全のための支援」

「公害対策」の中で廃棄物処理システムへの支援を掲げている。 

JICA 国別事業実施計画において、廃棄物管理の改善は重点分野の環境保全重点協力プログラム

「都市環境保全プログラム」に位置付けられる。 

 

４．協力の枠組み 

（１）調査項目  

フェーズ 1： 現状把握 

 １） 関連資料の収集・分析  

 ２） 現地踏査・実査（廃棄物排出・収集運搬・処分・管理の現状、住民衛生・意識、社会配慮、環境汚

染、廃棄物に関する実査（夏季、冬季））  

 ３） 現況調査（社会経済的分析、廃棄物管理体制の組織・法制度ならびに財務・経営状況） 

 

フェーズ２： マスタープランの策定 

 １） 社会・経済フレームの設定 

 ２） 廃棄物処理量の予測 

 ３） マスタープラン策定（基本方針、計画諸元、施設計画、運営・維持管理計画、組織制度整備計

画、人材育成計画） 

 ４） 初期環境調査（ＩＥＥ）支援、ワークショップの開催 

 ５） 概算事業費積算 

 ６） 事業実施計画 

 ７） マスタープランの評価 

 ８） 優先プロジェクトの選定  

 ９） パイロット・プロジェクトの形成 

１０） ワークショップ・セミナーの開催 

 

フェーズ３：優先プロジェクトに係るフィージビリティ・スタディとパイロット・プロジェクトの実施 

１） 優先プロジェクトに係るフィージビリティ・スタディの実施 

ａ 補足調査（地形、地質等）、ｂ 計画諸元の設定 、ｃ 概略施設設計、ｄ 運営維持管理計画 

e  組織制度整備計画 、f  財務・経営計画 、g  事業費積算 、h  環境影響評価（ＥＩＡ）支援、ワ

ークショップの開催、i  事業実施計画、j  事業評価 

 

 

 



 

２） パイロット・プロジェクトの実施・評価 

 

（２）アウトプット（成果）  

 １） 2020 年を目標としたウランバートル市廃棄物管理計画に係るマスタープランの策定 

 ２） マスタープランの中で取りまとめられた優先プロジェクトに係るフィージビリティ調査の実施 

 ３） ウランバートル市廃棄物管理担当人材の育成（キャパシティディベロップメント） 

 

（３）インプット（投入）：以下の投入による調査の実施  

 １）コンサルタント（分野／人数） 

 

1 総括/廃棄物政策 1 名 5 施設計画・積算 1 名

2 廃棄物関連施設整備計画/環境影響評価 1 名 6 住民参加促進/社会配慮 1 名

3 廃棄物収集・運搬計画 1 名 7 組織制度/制度・人材育成 1 名

4 廃棄物循環システム分析/有害廃棄物 1 名 8 財務・経営分析 1 名

 

 ２）その他、研修員受入れ 

・研修員受入れ 

・調査に必要な機材の購入 

５．協力終了後に達成が期待される目標 

（１）提案計画の活用目標  

策定された廃棄物管理計画、概略設計に基づいた事業計画が実施される。 

 

（２）活用による達成目標  

  最終処分場及びその周辺の衛生環境が改善される 

ウランバートル市の廃棄物管理体制が改善し収集率が向上する。 

 

６．外部要因 

（１）協力相手国内の事情  

 １） 政策的要因：政権交代等により開発政策の変更が生じ、提案事業の優先度が低下する。 

 ２） 行政的要因：市廃棄物関係部門への適性人材補充の不足、予算配分の不足等により事 

業化が困難となる。 

 ３） 経済的要因：財政の悪化により事業化が困難になる。 

 ４） 社会的要因：政情不安により事業実施に支障を来す。 

 

（２）関連プロジェクトの遅れ  

  特になし。 

 

７．貧困・ジェンダー・環境等への配慮（注） 

貧困への配慮 ： 本調査の調査対象地域の中に貧困地区（ゲル地区）が含まれる。 

環境への配慮 ： JICA 環境社会配慮ガイドラインに沿ったプロジェクト実施される。 

 

８．過去の類似案件からの教訓の活用（注）  

 過去の開発調査・無償資金協力の経験を十分に活用し、計画策定・施設設計することとする。具体

的には、適正技術を勘案した収集・運搬・処分方法を策定し、廃棄物管理担当組織の能力強化を図る

とともに、2002 年 3 月から 2003 年 11 月の期間で実施したスリランカ国地方都市環境衛生改善計画調

査で実施した、衛生教育手法を利用し、コミュニティが自主的かつ持続的に維持管理運営していくうえ

で有効な方策を分析し、廃棄物管理計画・施設設計に反映していくこととする。 



 

９．今後の評価計画 

（１）事後評価に用いる指標  

 １） 活用の進捗度 

    調査により策定した廃棄物管理計画実現のために人員、予算を確保したか。 

 

 ２） 活用による達成目標の指標 

    最終処分場周辺の水質  

    廃棄物の収集率 

 

（２）上記１）及び２）を評価する方法及び時期 

   2011 年、2016 年（5 年後、10 年後） 

 

（注）調査にあたっての配慮事項 
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